
262

262

実 質 収 支 に 関 す る 調 書





１ 歳             入             総             額 14,225,925,846
円

２ 歳             出             総             額 13,421,217,756

３ 歳     入     歳     出      差      

実

引      額 80

　

4,708,090

４

 

翌年度へ繰り越すべき

質

財源

（１） 継続費逓次

 

繰越額 0

（２） 繰越明

　

許費繰越額 125,3

収

40,000

（３） 事

 

故繰越し繰越額 0

計 1

　

25,340,000

支

５ 実        

 

 質        

　

 収        

に

 支        

 

  額 679,368

　

,090

６
実質収支額

関

のうち地方自治法第２

 

３３条の２の規定
0

に

　

よる基金繰入額

- 2

す

63 -

 　る 　調 　書

（ 一般会計 ）

区                     分 金              額



      額

１ 歳             入             総             額 899,665,214
円

２ 歳             出             総             額 893,020,628

３ 歳     入     歳     出      差     

実

 引      額 6

　

,644,586

４ 翌

 

年度へ繰り越すべき財

質

源

（１） 継続費逓次繰

 

越額 0

（２） 繰越明許

　

費繰越額 0

（３） 事故

収

繰越し繰越額 0

計 0

５

 

実         

　

質         

支

収         

 

支         

　

 額 6,644,58

に

6

６
実質収支額のうち

 

地方自治法第２３３条

　

の２の規定
0

による基

関

金繰入額

- 264 

 

-

　す 　る 　調 　書

（ 公共下水道事業特別会計 ）

区                     分 金        



     額

１ 歳             入             総             額 2,263,171,846
円

２ 歳             出             総             額 2,255,822,018

３ 歳     入     歳     出      差  

実

    引     

　

 額 7,349,82

 

8

４ 翌年度へ繰り越す

質

べき財源

（１） 継続費

 

逓次繰越額 0

（２） 繰

　

越明許費繰越額 0

（３

収

） 事故繰越し繰越額 0

 

計 0

５ 実      

　

   質      

支

   収      

 

   支      

　

    額 7,349

に

,828

６
実質収支額

 

のうち地方自治法第２

　

３３条の２の規定
0

に

関

よる基金繰入額

- 2

 

65 -

　す 　る 　調 　書

（ 国民健康保険特別会計 ）

区                     分 金         



            額

１ 歳             入             総             額 408,853,605
円

２ 歳             出             総             額 404,765,427

３ 歳     入     歳     出      

実

差      引  

　

    額 4,088

 

,178

４ 翌年度へ繰

質

り越すべき財源

（１）

 

継続費逓次繰越額 0

（

　

２） 繰越明許費繰越額

収

0

（３） 事故繰越し繰

 

越額 0

計 0

５ 実   

　

      質   

支

      収   

 

      支   

　

       額 4,

に

088,178

６
実質

 

収支額のうち地方自治

　

法第２３３条の２の規

関

定
0

による基金繰入額

 

- 266 -

　す 　る 　調 　書

（ 特定環境保全公共下水道事業特別会計 ）

区                     分 金  



       額

１ 歳             入             総             額 56,264,424
円

２ 歳             出             総             額 53,312,099

３ 歳     入     歳     出      差      

実

引      額 2,

　

952,325

４ 翌年

 

度へ繰り越すべき財源

質

（１） 継続費逓次繰越

 

額 0

（２） 繰越明許費

　

繰越額 0

（３） 事故繰

収

越し繰越額 0

計 0

５ 実

 

         質

　

         収

支

         支

 

          

　

額 2,952,325

に

６
実質収支額のうち地

 

方自治法第２３３条の

　

２の規定
0

による基金

関

繰入額

- 267 -

 　す 　る 　調 　書

（ 福祉企業センター特別会計 ）

区                     分 金       



     額

１ 歳             入             総             額 898,923
円

２ 歳             出             総             額 898,923

３ 歳     入     歳     出      差      引      額

実

0

４ 翌年度へ繰り越す

　

べき財源

（１） 継続費

 

逓次繰越額 0

（２） 繰

質

越明許費繰越額 0

（３

 

） 事故繰越し繰越額 0

　

計 0

５ 実      

収

   質      

 

   収      

　

   支      

支

    額 0

６
実質収

 

支額のうち地方自治法

　

第２３３条の２の規定

に

0
による基金繰入額

-

 

 268 -

　関 　す 　る 　調 　書

（ 老人保健医療特別会計 ）

区                     分 金         



    額

１ 歳             入             総             額 238,497,617
円

２ 歳             出             総             額 233,811,154

３ 歳     入     歳     出      差      引

実

      額 4,6

　

86,463

４ 翌年度

 

へ繰り越すべき財源

（

質

１） 継続費逓次繰越額

 

0

（２） 繰越明許費繰

　

越額 0

（３） 事故繰越

収

し繰越額 0

計 0

５ 実 

 

        質 

　

        収 

支

        支 

 

         額

　

4,686,463

６

に

実質収支額のうち地方

 

自治法第２３３条の２

　

の規定
0

による基金繰

関

入額

- 269 -

 　す 　る 　調 　書

（ 簡易水道等特別会計 ）

区                     分 金          



       額

１ 歳             入             総             額 8,539,988
円

２ 歳             出             総             額 7,896,723

３ 歳     入     歳     出      差      引 

実

     額 643,

　

265

４ 翌年度へ繰り

 

越すべき財源

（１） 継

質

続費逓次繰越額 0

（２

 

） 繰越明許費繰越額 0

　

（３） 事故繰越し繰越

収

額 0

計 0

５ 実    

 

     質    

　

     収    

支

     支    

 

      額 643

　

,265

６
実質収支額

に

のうち地方自治法第２

 

３３条の２の規定
0

に

　

よる基金繰入額

- 2

関

70 -

 　す 　る 　調 　書

（ 介護サービス事業特別会計 ）

区                     分 金       



       額

１ 歳             入             総             額 365,287,741
円

２ 歳             出             総             額 362,085,843

３ 歳     入     歳     出      差    

実

  引      額

　

3,201,898

４

 

翌年度へ繰り越すべき

質

財源

（１） 継続費逓次

 

繰越額 0

（２） 繰越明

　

許費繰越額 0

（３） 事

収

故繰越し繰越額 0

計 0

 

５ 実        

　

 質        

支

 収        

 

 支        

　

  額 3,201,8

に

98

６
実質収支額のう

 

ち地方自治法第２３３

　

条の２の規定
0

による

関

基金繰入額

- 271

 

 -

　す 　る 　調 　書

（ 農業集落排水事業特別会計 ）

区                     分 金       



   額

１ 歳             入             総             額 2,315,827,970
円

２ 歳             出             総             額 2,300,576,677

３ 歳     入     歳     出      差    

実

  引      額

　

15,251,293

 

４ 翌年度へ繰り越すべ

質

き財源

（１） 継続費逓

 

次繰越額 0

（２） 繰越

　

明許費繰越額 0

（３）

収

事故繰越し繰越額 0

計

 

0

５ 実       

　

  質       

支

  収       

 

  支       

　

   額 15,251

に

,293

６
実質収支額

 

のうち地方自治法第２

　

３３条の２の規定
0

に

関

よる基金繰入額

- 2

 

72 -

　す 　る 　調 　書

（ 介護保険特別会計 ）

区                     分 金           



        額

１ 歳             入             総             額 298,542,133
円

２ 歳             出             総             額 295,702,514

３ 歳     入     歳     出      差   

実

   引      

　

額 2,839,619

 

４ 翌年度へ繰り越すべ

質

き財源

（１） 継続費逓

 

次繰越額 0

（２） 繰越

　

明許費繰越額 0

（３）

収

事故繰越し繰越額 0

計

 

0

５ 実       

　

  質       

支

  収       

 

  支       

　

   額 2,839,

に

619

６
実質収支額の

 

うち地方自治法第２３

　

３条の２の規定
0

によ

関

る基金繰入額

- 27

 

3 -

　す 　る 　調 　書

（ ケーブルテレビ事業特別会計 ）

区                     分 金      



      額

１ 歳             入             総             額 219,122,354
円

２ 歳             出             総             額 218,570,615

３ 歳     入     歳     出      差     

実

 引      額 5

　

51,739

４ 翌年度

 

へ繰り越すべき財源

（

質

１） 継続費逓次繰越額

 

0

（２） 繰越明許費繰

　

越額 0

（３） 事故繰越

収

し繰越額 0

計 0

５ 実 

 

        質 

　

        収 

支

        支 

 

         額

　

551,739

６
実質

に

収支額のうち地方自治

 

法第２３３条の２の規

　

定
0

による基金繰入額

関

- 274 -

 　す 　る 　調 　書

（ 後期高齢者医療特別会計 ）

区                     分 金        


